
船橋市監査委員告示第４号　　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、監査の結果に

基づいて措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

・ ・

　令和４年６月３０日

監　　査　　対　　象　　機　　関 措　置　状　況　報　告　年　月　日

税務部　税務課 令和４年５月２５日

　船橋市監査委員　　栗　林　紀　子　　

　同　　　　　齋　藤　弘　之　　

　同　　　　　大　矢　敏　子　　

　同　　　　　橋　本　和　子　　

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

予算会計規則第６７条では、資金前渡職員
は前渡資金について前渡資金受払簿により
出納を明らかにし、その目的を達成した後
速やかに精算書を作成するとともに、当該
精算書の作成後７日以内に証拠書類を添え
て決裁責任者の決裁を受けた後、速やかに
会計管理者に送付しなければならないとさ
れているが、市税過誤納金の返還につい
て、決裁責任者の決裁を受けること及び会
計管理者への送付が遅れていた。

市税過誤納金の還付の件数が多い繁忙期
に、一部の還付誤りにより精算の業務が
滞ってしまったことが、決裁責任者の決裁
を受けること及び会計管理者への送付が遅
れた原因である。
今後は、遅延の主因となった還付誤りを複
数担当者によるダブルチェックや読み合わ
せの精度の向上を図ることで減らし、予算
会計規則に則った業務を行う。

　　
① 予算の執行状況



・ ・

・ ・令和元年郵便料金の改正によりはがき代が
改正された際、担当者の確認不足により必
要以上の切手代を貼付し処理してしまっ
た。
現在は、個人情報保護の観点から封書によ
る送付に切換えると共に、後納郵便にて処
理することで切手の誤貼付を防止してい
る。

市民生活部　戸籍住民課 令和４年５月１３日

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

措　置　の　内　容

　　

　業務委託契約において、契約書の規定に
より発注者が受注者に対し、提出または通
知、あるいは報告を求めているものの、当
該提出等を確認できない契約が散見され
た。契約書の作成にあたっては、提出物等
について必要なものかどうか精査し、契約
書に規定した内容については確実に履行さ
れるよう要望する。

　今後の契約においては、個々の契約内容
を確認し、提出物等について必要なものか
どうかを精査し、不要な書類等については
契約書から削除するとともに、契約書に規
定した内容については確実に履行すること
とする。

③ 書類の整理状況

監　　査　　対　　象　　機　　関

　　
①予算の執行状況

［要望事項］

令和４年５月１３日

監　査　の　結　果

監　　査　　対　　象　　機　　関 措　置　状　況　報　告　年　月　日

市民生活部

措　置　状　況　報　告　年　月　日

　　

私製はがきに貼付した切手の金額が、必要
な切手代より多かった。

契約規則第３５条第１号では、契約の相手
方が契約を履行し、かつ、検査が終了した
ときに契約保証金を返還するものとされて
いるが、客引き行為等防止業務委託につい
て、平成３１年度の契約書に基づく契約保
証金が契約期間終了後、１年以上にわたり
返還されていなかった。

返還が遅れた理由としては、契約初年度で
ある平成３１年度には契約保証金を納付さ
せていたが、令和２年度からは契約保証金
を免除する契約となったこと、また令和元
年10月から令和2年度にかけて事務担当、係
長、課長の人事異動があり、その際に同事
務における引継ぎが十分に行われていな
かったことによる。
現在、当課が所管している契約で契約保証
金を納付させているものはないが、今後契
約保証金を納付させる契約を締結する際に
は、人事異動の際に契約保証金の有無の引
き継ぎを行い、契約終了後速やかに契約保
証金を返還することとする。

市民生活部　市民安全推進課 令和４年５月１３日

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

監　　査　　対　　象　　機　　関 措　置　状　況　報　告　年　月　日



・ ・

  保管する切手の一部額面において、使用
する量に比べ保管する量が多く思われた。
所管での切手の保管は、業務の利便性は増
すが紛失などリスクも増すこととなるた
め、使用目的に対する保管量が適正か再度
検討し、保管転換するなどして必要数を保
管するよう要望する。

　意見のとおり、多数の切手を課内で保管
することは紛失等の恐れもあることから、
現在は残っている切手を組み合わせて使用
することで、保管している切手の消費に努
めている。
　なお、上記のとおり運用していくことに
より、切手の保管量が適正になる見込みの
ため、保管転換の措置は不要と考えてい
る。

監　　査　　対　　象　　機　　関 措　置　状　況　報　告　年　月　日

経済部　農水産課 令和４年４月６日

監　査　の　結　果

商店街街路灯の電気料の補助額について
は、船橋市商店街街路灯等設置及び維持管
理費補助金交付規則（以下、「規則」とい
う。）第４条第２号において、「ア 電気
料 支払額の３分の２の額」の範囲内の額
と規定しているところであるが、省エネ化
推進を目的として、船橋市商店街施設整備
費及び街路灯維持管理費補助金交付基準
（以下、「基準」という。）３（２）にお
いて、「水銀灯・蛍光灯については、電気
料金支払い額の２分の１」としている。
この条項ができた平成２２年度以降、省エ
ネ電球の割合に応じて補助率を分ける運用
を行っており、具体的には、補助対象とな
る商店会街路灯の電球全体に対する省エネ
電球の割合が、３／４以上であれば補助率
２／３を適用し、３／４未満であれば補助
率１／２を適用している。
この運用は決裁では記載しているものの、
基準に明文化したものではなかったため、
今回の指摘を受け検討した結果、商店街の
ＬＥＤ化は進んできており、省エネ化推進
の目的を果たしたと言えることから、基準
３（２）を削除する基準改正を令和４年４
月１日付けで行い、規則第４条第２号の規
定どおり補助率を２／３で統一した。

措　置　の　内　容

経済部　商工振興課 令和４年４月６日

監　査　の　結　果
　　

船橋市商店街施設整備費及び街路灯維持管
理費補助金交付基準では、３（２）電気料
の補助額において、「水銀灯・蛍光灯につ
いては、電気料金支払い額の２分の１。省
エネ電球等については、電気料金支払い額
の３分の２の範囲内を補助額とする。」と
されているが、商店会保有の街路灯が水銀
灯・蛍光灯９本、省エネ電球等が５８本で
あるのに対し、水銀灯・蛍光灯９本分も含
めて電気料金総額の３分の２の補助額で交
付していた。

措　置　の　内　容

［要望事項］

①予算の執行状況

監　　査　　対　　象　　機　　関 措　置　状　況　報　告　年　月　日



監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

病院局　医療センター事務局総務課 令和４年５月３１日

　令和3年度の点検で新たに65箇所の指摘が
あったが、全て対処済みである。残りの2箇
所の指摘箇所は、5月中旬に修繕業務の契約
を締結し、早急に現場対応することとして
いる。
　令和2・3年度の、消防設備点検における
主な指摘箇所としては、誘導灯本体の経年
劣化・不良及び予備電池の電圧低下・不良
が挙げられる（約7割：指摘210箇所中141箇
所）。
　また、建築基準法第12条による定期点検
については、建築・電気・機械設備の3項目
に区分けされており、建築では113件の指摘
があり、主なものとして天井の漏水跡や錆
の発生が挙げられる。電気は、20箇所の指
摘があり、主なものとして誘導灯のバッテ
リー切れが挙げられる。機械設備は、23箇
所の指摘があり、主なものとして機械の異
音や錆の発生が挙げられる。

※監査対象期間が、R3.4.1～R3.8.31であ
り、令和3年度の消防設備点検及び建築基準
法第12条による定期点検は対象期間以降
（消防設備点検：9月、12条点検：9～10
月）に行われたので、監査対象となったの
は令和2年度。

　　

［要望事項］
　消防設備点検及び建築基準法第１２条に
よる定期点検の指摘箇所の一部において、
未措置のものが見られた。医療センターに
おいては、緊急性等を考慮した上で優先順
位を付け適宜対応をしているとのことだ
が、未措置の箇所については早期に対処さ
れるよう要望する。

　令和4年5月現在の対応状況として、消防
設備点検については令和2年度に指摘のあっ
た148箇所のうち95箇所を対処しており、残
りの53箇所が未対応となっている。
　令和3年度の消防設備点検で新たに62箇所
の指摘の追加があったが、昨年度中に11箇
所対処した。
　これにより、令和2年度分と合わせて残り
104箇所の未対応である指摘箇所があるた
め、早急に修繕業務が契約できるよう準備
を進めているところである。
　また、建築基準法第12条による定期点検
については、令和2年度に指摘のあった91箇
所のうち89箇所を対処しており、残りの2箇
所が未対応となっている。

監　　査　　対　　象　　機　　関 措　置　状　況　報　告　年　月　日


